
　教育委員会は、4月に市立小・中学校に入学予定の幼児・児童の保護者
に就学通知書を送付します。
　同通知書は、住民基本台帳・就学申請書を基に作成しています。1月末
までに届かない場合は、学事課へ連絡してください。また、次に該当する
人で、まだ同課に届け出ていない人も連絡してください。
▶私立学校等へ入学する場合
　　入学許可書等を同課へ持参か郵送を（市立小学校卒業後、私立中学
　　校等へ入学する場合は小学校へ提出を）
▶住民登録の住所と、現住所が異なる場合
　（市外の小・中学校に入学する市外在住者で本市に住民登録をしている人
　　も含む）
▶市内在住の外国籍の人で新たに市立小・中学校への入学を希望する場合

問 学事課（0798・35・3850）

市立小・中学校入学予定者へ
就学通知書を送付

問 税務管理課（0798・35・3209）

　　原付・小型特殊自動車・　
　   二輪の税率

区分 税率

原動機付
自転車

50cc以下 2000円
90cc以下 2000円
125cc以下 2400円
ミニカー 3700円

小型特殊
自動車

農耕用 2400円
その他 5900円

軽二輪 3600円
二輪の小型自動車 6000円

　　 軽三輪・軽四輪自動車の税率
区分 税率① 税率② 重課税率

軽三輪自動車 3100円 3900円 4600円
軽
四
輪
自
動
車

貨物・営業用 3000円 3800円 4500円
貨物・自家用 4000円 5000円 6000円
乗用・営業用 5500円 6900円 8200円
乗用・自家用 7200円 1万800円 1万2900円

※27年3月31日までに新車登録された車両は、重課税 
　率が適用されるまで税率①を適用
※27年4月1日以降に新車登録された車両は、重課税率
　が適用されるまで税率②を適用
※新車登録から13年を経過した車両（車検証の初度検
　査年月が18年3月以前)は、重課税率を適用

　各区分の税率については表1・2を参照。

平成31年度

表1 表2

軽自動車税は4月1日現在の
登録状況で課税されます

▪軽自動車税のグリーン化特例を実施　
　平成30年度中に新車登録された軽四輪・軽三輪車のうち、排出ガス性
能および燃費性能に優れた車両は31年度の軽自動車税が軽減されます。
詳しくは市のホームページ（ページ番号：64885948）をご覧ください。

平成30年分 確定申告について

問 西宮税務署（0798・34・3930）

◆ 「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出した人へ

　平成29年分の確定申告から、領収書の提出が不要となり、新たに「医
療費控除の明細書」の添付が義務化されました。申告会場へお越しの
際は、作成した「医療費控除の明細書」を持参ください。
　※「医療費控除の明細書」は医療を受けた人ごとに、病院などの支払先別
       に集計してください
　※「医療費控除の明細書」は税務署で配布しているほか、国税庁のホームペー
       ジ（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
       iryouhikoujo2.htm）からもダウンロードできます
　※ 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります（税務署から求
       められた場合に提示または提出が必要）

　ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した人
が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることが
できません。確定申告を行う際に、すべてのふるさと納税の金額を寄
附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

◆ 医療費控除についてのお知らせ

台風２１号災害に係る見舞金の交付
　県共同募金会は、台風21号により住宅に被害を受けた世帯に見舞金の
交付を行います。交付対象は下表のとおりです。

対象 見舞金
住宅が全壊被害を受けた世帯 1世帯につき1万円

住宅が半壊被害、床上浸水または一部損壊（損
害割合が10～20％未満）の被害を受けた世帯 1世帯につき5000円

※現に被害を受けた住宅に居住している世帯が対象であり、事業所、店舗、倉庫
　など被害を受けた家屋に居住していない場合は対象になりません

県共同募金会

【申請期間】2月1日～28日
【手続方法】り災証明書の写しと申請書を共同募金委員会（津門川町2－
　　　　　　28福祉会館4階）へ提出。申請書は同委員会で配布

問 共同募金委員会
（0798・23・1140…社会福祉協議会内）

2/1～28

福祉のお仕事 相談窓口を開設

◇介護予防・生活支援員養成研修の日程など
日程・会場 申込

第13期 2月18日（月）・21日（木）・
2７日（水）の午前10時から 市民会館 申込方法など問合せはソラスト

（0120・33・5533）へ
※定員あり。詳しくは市のホームページ（ページ番号：4７32７16７）へ

介護予防・生活支援員養成研修を開催
家事を仕事にしませんか

　市では、介護保険制度のもと提供される家事援助限定型訪問サービス
（※）の新たな担い手養成を目的として「介護予防・生活支援員養成研
修」を開催します＝下表参照。同研修は、3日間の研修で、職業倫理や
制度、コミュニケーションなどについて学びます。研修修了後は、家事
援助限定型訪問サービスを行う民間の法人に採用されると、介護予防・
生活支援員として働くことができます。受講料無料。

（※）市が実施する養成研修等を修了した介護予防・生活支援員が要支援者宅を訪問し、
　　 掃除・洗濯・買い物などの家事援助を行います

　福祉の仕事を探している人が、より身近な地域で相談できるよう、
兵庫県福祉人材センターが新たに西宮で相談窓口を開設しました。資
格や経験はないが福祉の仕事をしてみたい人、福祉の仕事への復職を
検討している人などの仕事探しをサポートします。ぜひご活用くださ
い。詳しくは市のホームページ（ページ番号：80843164）をご覧
ください。事前申込不要。相談無料。
【開設日】1月～3月の火・木曜（祝日は除く）
【時　間】午前10時～正午、午後1時～5時
【場　所】福祉会館４階（津門川町2－28）
【相談の問合せ】兵庫県福祉人材センター（078・271・3881）

福祉の仕事を探している人を応援します

福祉のまちづくり課（0798・35・3135）問
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